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 各検疫所長 殿 

 

医薬・生活衛生局食品監視安全課  

輸入食品安全対策室長 

（ 公 印 省 略 ）  

 

食品衛生法第26条第３項に基づく検査命令の実施について 

（インドネシア産コーヒー豆のイソプロカルブ、台湾産ウーロン茶のカルバリル

及び中国産そばのアフラトキシン） 

 

標記については、令和３年３月30日付け薬生食輸発0330第１号（最終改正：令

和３年10月29日付け薬生食輸発1029第１号）により通知したところである。 

今般、輸入時のモニタリング検査において、インドネシア産コーヒー豆からイ

ソプロカルブ、台湾産ウーロン茶からカルバリル及び中国産そばからアフラトキシ

ンを検出したことから、同通知の別添１を下記のとおり改正するので、御了知の

上、関係事業者等への周知方よろしくお願いする。 

なお、インドネシア産コーヒー豆のイソプロカルブ及び台湾産ウーロン茶の

カルバリルについては、登録検査機関による検査命令の受託体制が整うまでの

間は、自主検査にて対応することとし、検査命令の発出を開始する日について

は、別途連絡することとする。 

 

記 

 

１．別添１のインドネシアの項中、 

 

製品検査

の対象食

品等 

条件 検査の

項目 

試験品採取の方法 検査の方法 検査を受ける

ことを命ずる

具体的理由 

コーヒー

豆及びそ

の加工品

（簡易な

加工に限

る。） 

― イソプ

ロカル

ブ 

別表１の３によること。 

ただし、コンテナによるバ

ルク形態で輸入される食

品については、ロットを代

表する任意の1コンテナ内

の上部、中部、下部の計15

か所から計10kg以上を採

取したものを縮分して

1kg、1検体とすること。 

平成17年1月24日付

け食安発第0124001

号「食品に残留する

農薬、飼料添加物又

は動物用医薬品の

成分である物質の

試験法について」に

よること。 

基 準 値

（0.01ppm）を

超えるイソプ

ロカルブが検

出されるおそ

れ が あ る た

め。 



を追加し、 

 

２．別添１の台湾の項中、 

 

製品検査

の対象食

品等 

条件 検査の

項目 

試験品採取の方法 検査の方法 検査を受ける

ことを命ずる

具体的理由 

ウーロン

茶及びそ

の加工品

（簡易な

加工に限

る。） 

― カルバ

リル 

別表１の３によること。 平成17年1月24日付

け食安発第0124001

号「食品に残留する

農薬、飼料添加物又

は動物用医薬品の

成分である物質の

試験法について」に

よること。 

基 準 値

（0.01ppm）を

超えるカルバ

リルが検出さ

れるおそれが

あるため。 

 

を追加し、 

 

３．別添１の中国の項中、 

 

製品検査

の対象食

品等 

条件 検査の

項目 

試験品採取の方法 検査の方法 検査を受ける

ことを命ずる

具体的理由 

そば（粉を

含む。） 

― 総アフ

ラトキ

シ ン

（アフ

ラトキ

シ ン

B1、B2、

G1及び

G2の総

和） 

別表2によること。 

ただし、コンテナによるバ

ルク形態で輸入される食

品については、ロットを代

表する任意の1コンテナ内

の上部、中部、下部の計15

か所から計10kg以上を採

取したものを縮分して

1kg、1検体とすること。 

平成23年8月16日付

け食安発0816第2号

「総アフラトキシ

ンの試験法につい

て」によること。 

総アフラトキ

シ ン が 10 μ

g/kgを超えて

付着又は含有

しているおそ

れ が あ る た

め。 

 

を追加する。 


